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次  第 

平成２９年第１回本庄市教育委員会臨時会 議事日程 

                   平成２９年 ２月２４日（金） 

                    午後４時３０分開議 委員室 

１．開 会 

２．前回会議録の承認 

３．会議議事録署名人の指名 

４．議 事 

 （１）本庄市いじめ防止等のための基本的な方針（案）について（議案

第１４号） 

 （２）本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申について（議案第

１５号） 

５．教育長の報告 

６．その他 

７．閉 会 

配付資料 

・「平成２９年第１回本庄市教育委員会臨時会議案」 

・「平成２９年第１回本庄市教育委員会臨時会議案関係法令」 

・「教育長の行動記録」 



主 管 課  教育総務課 

会 議 の 経 過  

教 育 長 ただいまから、平成２９年第１回本庄市教育委員会臨時会を開会いたしま

す。 

本日は、落合委員から欠席届が提出されておりますのでご了承願います。

それでは、議事日程に従いまして進めて参ります。 

まず、前回会議録の承認をお願いします。 

事 務 局  前回開催されました定例会の会議録につきましては、あらかじめ委員の皆

様に配付させていただき、ご確認いただいております。特に異議等ございま

せんでしたので、承認されております。 

教 育 長  それでは、署名をお願いします。 

続きまして、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。本日は、

岡崎委員にお願いいたします。 

次に、議事日程４の「議事」へ入ります。 

本日の付議事件は、お手元に配付しましたとおり、議案２件でございます。

それらのうち、議案第１５号については、人事に関する事件であるため、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に

より非公開としたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 ご異議ございませんので、議案第１５号の審議については、非公開といた

します。 

なお、議案第１５号の審議については、議事の進行上、議事日程６の「そ

の他」が終了した後に、非公開会議として審議を進めたいと思います。 

それでは、議案第１４号について、事務局から説明を求めます。 

木村学校教

育課長 

議案第１４号本庄市いじめ防止等のための基本的な方針（案）についてご

説明申し上げます。 

まず、提案理由ですが、いじめ防止対策推進法第１２条の規定に基づき、

本市のいじめ防止の基本方針を定めるに当たり、本庄市いじめ防止等のため

の基本的な方針（案）を策定し、今後広く市民に意見を求めるため、その案

をご承認いただくものでございます。 

具体的な内容については、別紙をご覧ください。先程の総合教育会議にお

いて説明した基本方針と同じものになっています。総合教育会議では、表記

等のご意見はいただきませんでしたので修正はしておりません。 



ただし、前回の定例会においてご指摘いただきました点については修正を

し、また、文言についても整合性を図るため修正いたしました。 

よろしくご審議の程、お願いいたします。 

教 育 長 本庄市いじめ防止等のための基本的な方針を策定するに当たり、パブリッ

クコメントにかける案について、ご承認をいただきたいということでござい

ます。前回の定例会でご協議いただき、また、先程の総合教育会議におきま

してもご意見をいただいたところですが、改めてご質問等ございましたらお

願いいたします。 

富沢教育長

職務代理者 

感想ということで、捉えていただければと思いますが、４ページの「（３）

学校におけるいじめの防止等に関する措置」に係る６ページの「ウいじめへ

の対処」の「（イ）いじめられている児童生徒への対応」についてですが、本

当はここが一番肉厚になるべきところだと思います。これを見ると、「被害者

の安全・安心の確保を第一に対応する。また、いじめられる側にも問題があ

るという考え方で接することのないように留意する。」とあります。これは、

いじめられる方が悪いという考えを戒めていけというものだと思いますが、

既に、スクールカウンセリングの方では、どうしていじめられたのかという

ことを時間をかけてその児童生徒に分からせていく、それが再度のいじめの

防止になるということです。そのことがないと、被害者の安全・安心の確保

を第一に対応するということだけになってしまいます。非常に抽象的な表現

で、１行で終ってしまうので、パブリックコメントにかけるに当たり、もう

少し何か付け加えた方が良いと思います。 

また、今回教職員がいじめの当事者になった場合を除いたみたいですが、

私はそのことに賛成です。なぜかというと、教職員がいじめの当事者になっ

た場合は、そのこと自体が重大事案になりますので、この中に入れるような

問題ではなく、もう一冊作らなければならないようなことですので、除いて

よかったと思います。 

教 育 長 ６ページの「（イ）いじめられている児童生徒への対応」のところですが、

富沢教育長職務代理者のご指摘を踏まえて、適切な文言を入れていきたいと

思います。 

岡崎委員 ５ページの「（ウ）学級集団アセスメントの実施と活用」ですが、これは毎

年実施していくのでしょうか。 

木村学校教

育課長 

学級集団アセスメントですが、Ｑ－Ｕテストと呼ばれているもので、来年

度から小学校では４年生、５年生、６年生を、中学校では全学年を対象に年

２回実施をする予定です。Ｑ－Ｕテストの中でもハイパーＱ－Ｕテストと呼

ばれる、より集団状態を把握できるものを行い、子ども達の学校生活の満足

度や学級集団の状態、それぞれの子どもにどのようなケアをしていけば良い

のかなどの診断などをいただくことになります。これを活用して、子ども達

のいじめや不登校の防止につなげていきたいと考えています。 



岡崎委員 親へのフィードバックはあるのですか。 

木村学校教

育課長 

子ども本人に結果のシートが渡ります。 

教 育 長 結果については、３者面談等にも活用できると思っております。これは来

年度予算の一つの目玉になってくるもので、年２回やりますが、全県的にも

ハイパーＱ－Ｕテストを年２回行うのは本市が初めてではないかと思いま

す。 

岡崎委員 小学校１年から３年は、あまり必要性がないということでしょうか。 

木村学校教

育課長 

低学年用もありますが、１年生などではなかなか質問の意味が分からない

のではないかと考えられましたので、今回は４年生以上といたしました。 

富沢教育長

職務代理者 

学級集団アセスメントですが、１行目の「（ウ）学級集団アセスメント（心

理診断）」と２行目にある「学級集団アセスメント」は違うものですか。 

木村学校教

育課長 

同じものです。 

富沢教育長

職務代理者 

そうだとすれば、２行目は１行目を包括しているのではないでしょうか。

教 育 長 ３ページの下の方に市が実施する施策の一つに「エ学級集団アセスメン

ト」があり、そこには詳しく書いてありますが、５ページは表題の解説的な

ものになっています。 

富沢教育長

職務代理者 

例えばですが、２行目は、「学級集団アセスメントを年何回程度実施し、そ

の結果を積極的に活用する。」とかにしたらどうでしょうか。 

木村学校教

育課長 

繰り返しにはなりますが、３ページのものも含めながら、少し付け加えさ

せていただくということでよろしいでしょうか。 

教 育 長 効果的な活用の具体的な内容も含めて、解説的な部分を入れるということ

で如何でしょうか。 

教育委員 ≪特に発言なし≫ 

教 育 長 よろしいでしょうか。 

教育委員 ≪はい≫という声あり。 

教 育 長 それでは、議案第１４号については、ただいまご議論いただきましたこと

を踏まえて、パブリックコメントにかける案にしていくということでご異議

ございませんか。 

教育委員 異議なし。 

教 育 長 なお、今後、表記等で修正が必要な部分については、定例会で報告させて

いただくということでご了解いただけるでしょうか。 

教育委員 ≪はい≫という声あり。 

教 育 長 ありがとうございます。それでは、公開での審議を終了します。 

次に、議事日程５の「教育長の報告」へ移ります。「行動記録」をご覧くだ

さい。 



前回２月１６日の定例会以降の行動記録について、別紙のとおり報告させ

ていただきます。 

主だったところについて説明させていただきます。 

２月１７日に北部地区教育長会議が熊谷地方庁舎で開催されました。今年

度の事業のまとめ等の話がありました。 

２１日には、市予算案についての記者発表がありました。 

２２日には、新委員であります、今井邦枝氏へ市長より辞令が交付されま

した。 

２３日には、本庄上里学校給食組合議会第１回定例会が開催されました。

議案は人事案件１件と予算関係２件でございます。人事案件については、教

育委員会委員下山彰夫氏が２月２４日付で任期満了となることに伴い、引き

続き下山彰夫氏を教育委員会委員として任命するに当たり同意を求めるも

ので、総員賛成により同意されました。 

予算関係は、平成２８年度本庄上里学校給食組合一般会計補正予算につい

てと平成２９年度本庄上里学校給食組合一般会計予算について上程され、平

成２８年度補正予算案については質疑、討論、採決を経て総員賛成により可

決されました。平成２９年度予算案については３月２４日に質疑、討論、採

決を行います。 

以上でございます。 

次に、議事日程６の「その他」に移ります。事務局から何かありますか。

木村学校教

育課長 

委員の皆様には、先程卒業式の日程表をお配りさせていただきました。そ

ちらに記載のある学校の卒業式に出席をしていただければと思います。表の

中にある空欄については、そこに市長部局の出席者が入ったものを改めて作

成する予定になっております。また、告辞の文書ですが、こちらも出来上が

り次第お届けしたいと思います。 

教 育 長 次に、次回定例会の開催日程を申し上げます。 

平成２９年第３回定例会は、前回の定例会でも確認いたしましたが、３月

３０日木曜日午後２時３０分から、場所は市役所委員室となりますのでよろ

しくお願いします。 

これで、公開での会議を終了します。 

これより非公開で議事を進めます。 

[ 非公開 ] 

議案第１５号 本庄市教育委員会管内教職員の人事に関する内申について 

教 育 長 以上で、平成２９年第１回本庄市教育委員会臨時会を閉会いたします。 


